
 
 

自動的に更新する／更新する場合があり得る／契約の更新はしない 

契約期間満了時の業務量／労働者の勤務成績、態度／会社の経営状況 等 

上限に達したことによる雇止めかどうか 

◆３回以上更新されている場合 

◆反復更新され、契約期間が継続して通算１年を超える場合 

◆契約期間が１年を超える場合 

◆前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため 

◆担当していた業務が終了したため 

◆業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため 等 
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通算契約
期間

更新確約
合意

更新しない
旨の明示

直前更新時に
雇止の通知

労働者から
喪失
原因

給付
制限

無 無 無 ２Ｃ 特定理由離職者

有 － － ２B 特定受給資格者

無 有 － ２C又は２D 特定又は受給資格者

無 無 有 ２Ｄ 受給資格者

無 無 無 ２C又は２D 特定又は受給資格者

有 － － ２B 特定受給資格者

無 有 －

無 無 有

無 無 無

有 － －

無 有 －

無 無 有

離職
区分

更新を希望する

希望の申し出なし

更新を希望しない

２Ｄ

２Ｄ

なし

受給資格者

受給資格者

2
３年

未満

こちらの表は当事務所が独自にまとめたものになりますので、参考としてください。 

こちらは労働基準法の規定による予告であり、以下の

雇用保険上の雇止め通知とは意味合いが異なります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●資格情報のお知らせ及び加入者情報の送付について(協会けんぽ適用事業所) 
令和 6 年 9 月頃から、健康保険証の廃止に先立ち、被保険者・被扶養者の健康保険の資格情報（記号番

号・氏名・生年月日・資格取得日等）及び加入者情報（マイナンバーの下 4 桁）の確認が行われます。 
事業主を通じて、加入者に「確認のお知らせ」を配布していただく形で行います。 

         
●健康保険証の廃止について 

令和 6 年 12 月 2 日に従来の健康保険証は廃止となりますが、現在お持ちの保険証は、令和 7 年 12 月 1 日
までは使用可能です。なお、この期間中に現在お持ちの保険証を紛失等した場合、再発行はできません。 

また、マイナンバーカードをお持ちでない方については、 の発行を受けることができます。 

発行時期によって、有効期限は 4～5 年の予定です。 

 

● 育児休業給付金の延長手続きの厳格化について 
令和 7 年 4 月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の延長手続きが厳格化されま

す。これまでのように、入所できないことについて市区町村の発行する「入所保留通知書」の他に、

になることに加え、以下の内容が追加で確認されることとなります。 

 
●夏季休暇 

誠に勝手ながら まで夏季休暇とさせていただきます。 

ご不便をお掛けしますが、よろしくお願い申し上げます。 

 

≪筆者：古谷野≫ 

通算契約
期間

更新確約
合意

更新しない
旨の明示

直前更新時に
雇止の通知

労働者から
喪失
原因

給付
制限

無 無 無
有 － －
無 有 －
無 無 有
無 無 無
有 － －
無 有 －
無 無 有
無 無 無
有 － －
無 有 －
無 無 有

離職
区分

３年

以上

更新を希望する

１A 特定受給資格者

２A 特定受給資格者

１A 特定受給資格者

４D 受給資格者

希望の申し出なし

更新を希望しない
2 あり

２Ｄ 受給資格者 2 なし

なし
２A 特定受給資格者 2

3

3

2


